
　

平
成
20
年
度
の
市
民
税
が
非
課

税
と
な
っ
て
い
る
世
帯
の
方
は
、

申
請
を
し
て
「
介
護
保
険
負
担
限

度
額
認
定
証
」
の
交
付
を
受
け
る

と
、
介
護
保
険
施
設
を
利
用
し
た

際
の
食
費
と
居
住
費
が
一
部
減
額

さ
れ
ま
す
。

　

現
在
、
入
所
中
で
該
当
す
る
方

は
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

す
で
に
認
定
証
を
持
っ
て
い
る

方
も
６
月
30
日
㈪
が
有
効
期
限
と

な
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
利
用

さ
れ
る
方
は
、
７
月
31
日
㈭
ま
で

に
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
対
象
と
な
る
介
護
保
険
施
設

○
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
）

○
介
護
老
人
保
健
施
設

○
介
護
療
養
型
医
療
施
設

○
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

■
申
請
に
必
要
な
も
の

○
介
護
保
険
被
保
険
者
証

○
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証

※
認
定
証
は
持
っ
て
い
る
方
。

■
申
請
先

○
市
庁
舎
別
館
高
齢
介
護
課

　

介
護
認
定
給
付
係

℡
０
８
９
７

－

５
２

－

１
４
２
３

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

福
祉
係

■
補
助
の
対
象
者

　

自
ら
が
居
住
す
る
市
内
の
住
宅

に
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
設
置

す
る
方
（
補
助
申
請
の
年
度
内
に

設
置
工
事
が
完
了
す
る
こ
と
）

■
補
助
金
額

　

シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
太
陽
電

池
の
最
大
出
力
値
に
、
１
キ
ロ
ワ

ッ
ト
当
た
り
１
万
円
を
乗
じ
て
得

た
額
を
交
付
し
ま
す
。

　

最
大
出
力
値
の
上
限
は
４
キ
ロ

ワ
ッ
ト
（
４
万
円
）
で
す
。

■
補
助
金
交
付
の
申
請
方
法

①
補
助
金
の
予
約
申
請

　

補
助
金
交
付
予
約
申
請
書
に
関

係
書
類
を
添
付
し
て
市
に
提
出
し

ま
す
。（
予
約
申
請
の
受
付
期
間

は
、
平
成
20
年
６
月
２
日
㈪
～
平

成
21
年
１
月
30
日
㈮
で
す
）

②
補
助
金
の
交
付
申
請

　

設
置
工
事
が
完
了
し
た
後
、
補

助
金
交
付
申
請
書
に
関
係
書
類
を

添
付
し
て
市
に
提
出
し
ま
す
。

③
補
助
金
の
請
求

　

補
助
金
の
交
付
決
定
通
知
を
受

け
た
後
、
市
に
補
助
金
交
付
請
求

書
を
提
出
し
ま
す
。

※
市
に
提
出
す
る
申
請
書
等
の
様

式
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

■
そ
の
他

○
設
置
し
た
シ
ス
テ
ム
を
法
定
耐

用
年
数
の
期
間
内
に
処
分
し
た

場
合
は
、
補
助
金
を
返
還
し
て

い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
シ
ス
テ
ム
設
置
後
、
参
考
デ
ー

タ
の
提
供
に
ご
協
力
い
た
だ
く

場
合
が
あ
り
ま
す
。（
２
年
間
）

■
問
合
せ

　

市
庁
舎
本
館
産
業
振
興
課

　

産
学
官
連
携
係

℡
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
２
０

　

長
年
使
用
し
て
い
る
家
電
製
品

に
よ
る
火
災
事
故
が
発
生
し
て
い

ま
す
。
使
用
期
間
の
長
い
家
電
製

品
を
使
用
す
る
と
き
は
、
必
ず
点

検
を
実
施
し
ま
し
ょ
う
。

　

古
い
扇
風
機
な
ど
か
ら
焦
げ
臭

い
に
お
い
が
し
て
い
ま
せ
ん
か
？

　

異
常
を
感
じ
た
ら
早
急
に
使
用

を
中
止
し
、
販
売
店
・
メ
ー
カ
ー

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
補
助
の
対
象
者

　

市
内
在
住
者
で
、
ほ
か
の
公
的

機
関
か
ら
補
助
を
受
け
な
い
方

■
補
助
の
対
象
と
な
る
研
修

　

市
外
で
開
催
さ
れ
る
男
女
共
同

参
画
に
関
す
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
や
講

座
な
ど
の
研
修
（
14
ペ
ー
ジ
下
段

に
掲
載
の
「
男
女
共
同
参
画
社
会

づ
く
り
関
連
の
大
会
等
」
も
補
助

の
対
象
と
な
り
ま
す
）

■
補
助
金
額

　

研
修
参
加
に
要
す
る
旅
費
の
う

ち
、
２
分
の
１
を
補
助
し
ま
す
。

■
問
合
せ　

市
庁
舎
本
館
総
務
課

　

男
女
共
同
参
画
係

℡
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
０
６

　

全
国
各
地
で
、
消
火
器
、
住
宅

用
火
災
警
報
器
な
ど
の
不
適
正
な

訪
問
販
売
ト
ラ
ブ
ル
が
増
え
て
い

ま
す
。
次
の
こ
と
に
注
意
し
て
、

ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

■
ト
ラ
ブ
ル
防
止
の
ポ
イ
ン
ト

覚
え
て
お
い
て
く
だ
さ
い
…

○
消
防
署
で
は
消
火
器
、
住
宅
用

火
災
警
報
器
の
販
売
や
あ
っ
せ

ん
を
一
切
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

○
一
般
家
庭
に
消
火
器
の
法
的
な

設
置
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
義

務
違
反
に
対
す
る
罰
則
は
設
け

ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

あ
や
し
い
と
思
っ
た
ら
…

○
身
分
証
明
書
の
提
示
を
求
め
、

身
元
を
確
認
す
る
。

○
は
っ
き
り
と
拒
否
す
る
。

○
契
約
書
や
預
か
り
書
な
ど
、
ど

の
よ
う
な
書
面
に
も
署
名
や
押

印
を
し
な
い
。

○
脅
迫
的
な
行
動
が
あ
っ
た
と
き

は
、
警
察
へ
相
談
す
る
。

■
問
合
せ

　

消
防
本
部
予
防
課　

予
防
係

℡
０
８
９
７

－

５
６

－

０
２
５
１

　

市
内
の
小
・
中
学
校
で
使
用
し

て
い
る
教
科
書
を
展
示
し
ま
す
。

　

会
場
内
の
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
で

ご
意
見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

■
展
示
期
間
・
会
場

　

６
月
20
日
㈮
～
７
月
９
日
㈬

○
こ
ど
も
の
国
（
月
曜
日
休
館
）

○
丹
原
総
合
支
所
（
土
・
日
曜
日

休
み
）

■
問
合
せ　

市
庁
舎
別
館
学
校
教

育
課　

学
務
係

℡
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
５
２

介
護
保
険
施
設
利
用
時
の

食
費
と
居
住
費
を
減
額
し
ま
す

住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

の
設
置
費
を
補
助
し
ま
す

経
済
産
業
省
か
ら
の
お
知
ら
せ

長
年
ご
使
用
の
家
電
製
品
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
研
修

参
加
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す

教
科
書
を
展
示
し
ま
す

消
火
器
な
ど
の
不
適
正
な
訪
問

販
売
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
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